
●契約期間終了後、農地はお手元に戻ります。
●貸借料は機構を通じてお支払いします。
●農地中間管理事業なら贈与税・相続税の納税猶予
はそのままです。

●機構への貸付けは農業者年金制度の経営承継に該
当します。

●貸付けた農地の固定資産税が1/2に軽減されます。
※税の軽減を受けるためには要件があります。

●機構に貸し付けた人、地域に機構集積協力金が
交付されます。
※機構集積協力金を受けるためには要件があります。

●集積・集約された農地を長期（10年間）に安定して
借入でき、効率的、安定的な農業経営ができます。

●地主（農地の出し手）が多数いても、契約は機構と
だけなので、貸借料の支払い等の事務が軽減され
ます。

●機構を通じて未整備田や急傾斜地の農地を借り受
けた場合、奨励金が交付されます。
※奨励金を受けるためには要件があります。
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農地中間管理事業とは

農地中間管理事業のご利用にあたって

借受希望者募集への応募（定期6月・12月）

貸付希望農地の登録（随時受付）

農地の出し手 … 貸付を希望する農地を登録してください。
登録に当たっては、「農地中間管理事業貸付希望農用地等登録申出書※」に必要事項を記入して、市町又は、
最寄りの農地管理事務所に提出してください。

借受希望者の募集は、機構のホームページで、毎年6月頃及び12月頃に行います。
応募に当たっては、「農用地等借受希望申込書※」に必要事項を記入して、市町又は、最寄りの農地管理事務所
に提出してください。

※「農用地等借受希望申込書」、「農地中間管理事業貸付希望農用地等登録申出書」は、
　機構ホームページ（http://www.forest-hyogo.jp）に掲載しています。

農業振興地域内の農用地等に限ります。
農用地等を借り受ける期間は、極力10年以上とします。
なお、機構が借り受ける農用地等は次のものを除きます。
●農用地等として利用することが著しく困難な農用地等（市町で再生不能と判定されている遊休農地など）

公的機関である機構が
間に入ることで、農地の出し手と
受け手（担い手）双方とも
安心して地域農業の発展に
取り組むことができます。




